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独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針（抄） 

 

平成 24年１月 20日 

閣  議  決  定  

 

Ⅰ 独立行政法人の制度及び組織の見直しの背景と基本的考え方 

独立行政法人制度は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施することが必

要な事務・事業につき、一般的な行政組織とは別に実施することが必要な専門性の高い分野、あるいは運

営費交付金制度等により機動的かつ柔軟な実施が求められる分野等について、国からの一定の関与を保

持しつつ国から独立した組織体が政策を実施することによって、より質の高い行政サービスの提供を目指

す仕組みであった。 

しかしながら、独立行政法人制度については、創設から 10 年以上が経過し、組織の在り方と業務運営

の両面で綻びが露呈するに至っている。 

政府は、平成 21年 12月、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」を閣議決定し、同 22年４月には

独立行政法人の事務・事業に係る事業仕分けを実施した。また、同年 12 月には、「独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方針」を閣議決定し、これらに基づく取組を行ってきたが、その過程において、 

① 主務大臣や監事による法人の外部・内部のガバナンスが不十分であること（組織規律の問題） 

② 運営費交付金の使途が不透明であり、無駄や非効率な業務運営が生じていること（財政規律の問題） 

③ 目標設定が不明確であり、客観的な評価が困難なこと。また、評価に府省横断的な統一性がないなど、

評価の実効性が欠けていること（目標・評価の問題） 

④ 業務運営に対する第三者のチェックが不足しているほか、不要資産の保有、不透明な取引関係の存

在など業務運営の透明性が低いこと（説明責任・透明性の問題） 

などが明らかとなった。 

また、現行の独立行政法人制度は、様々な分野で様々な態様の業務を行っている法人全てを一律の制

度にはめ込んでおり、独立行政法人に期待されていた国の政策を効果的に実施する機能が十分に発揮

できない仕組みになっていると考えられる。 

我が国の厳しい財政状況や、東日本大震災からの復興に向けて政府を挙げての取組が求められている状

況に鑑みれば、独立行政法人制度についても、上記の問題に的確に対応した新たな法人制度に再構築

することにより、法人の政策実施機能が最大限発揮されるようにし、経済成長や国民生活の向上につなげ

ていくことが不可欠である。 

このような認識の下、今般、全法人一律の現行制度と全法人の組織の在り方を、以下に掲げる考え方に

沿って抜本的かつ一体的に見直し、講ずべき措置を取りまとめた。 

① 国の政策実施機能の強化等の観点から、国や民間との関係も視野に入れて組織をゼロベースで見直

し、廃止や、自律的な経営が可能な法人の民営化等を実施する。 

② 廃止又は民営化等を行うべき法人以外の法人については、各法人の事務・事業の特性に着目して類

型化し、類型ごとに最適なガバナンスを構築する。 

③ 類型を踏まえつつ、政策実施機能の強化や効率性の向上の観点から法人を再編する。 

④ 新たな法人制度に共通するルールを整備する。 

資料４－２ 
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今後、この改革の実施に必要な措置を速やかに講じ、新たな法人について、その政策実施機能が最大

限に発揮され、国民からの信頼を確保し得るものとなるよう、政府が一体となって取り組んでいくこととする。 

 

Ⅱ 独立行政法人の制度の見直し 

１．法人の事務・事業の特性に着目した類型化とガバナンスの構築 

現行の独立行政法人制度を抜本的に見直し、新たな法人制度を構築するに当たっては、各法人が行う

事務・事業の特性に着目し、以下のような分類を行った上で、それぞれについて最適なガバナンスを構築

することにより、各法人が期待される政策実施機能を的確に発揮できるようにすることが必要である。 

新たな法人制度に位置付けられる法人については、その事務・事業の特性を踏まえ、国の関与の在り方

の違い等に鑑み、大きく次の二つに分類することができる。 

① 一定の自主的・自律的裁量を有しつつ、計画的な枠組みの下で事務・事業を行うことにより、主務大臣

が設定した成果目標を達成することが求められる法人（以下「成果目標達成法人」という。） 

② 国の判断と責任の下で、国と密接な連携を図りつつ、確実・正確な執行に重点を置いて事務・事業を

行う法人（以下「行政執行法人」という。） 

これらの法人についてのガバナンスの在り方については、以下のとおりである。なお、固有の根拠法に

基づき設立される法人や、既存の法体系を活用して設立される法人については、それぞれの法体系の下

で業務運営を行うこととなる。 

(1)成果目標達成法人 

成果目標達成法人は、多種多様な事務・事業を実施しており、それぞれに期待される政策実施機能も

様々であることから、各法人が行う事務・事業の特性に着目し、一定の類型化を行った上で、当該類型に

即したガバナンスを構築することとし、その具体的な内容については、別紙で示した類型に即し、必要に応

じ個別法も含めた法制的な対応（ふさわしい名称を含む。）を行う。 

なお、一つの法人において複数の類型に跨る事務・事業を行っている場合には、法人の経理を区分す

るなどした上で、複数のガバナンスが適用されることもあり得る。また、いずれの類型にも該当しない事務・

事業を行う法人については、「２．新たな法人制度に共通するルールの整備」に示すガバナンスが適用さ

れることになる。 

（略） 

 

② 文化振興型 

美術品・文化財の保存・活用や芸能の振興等文化・芸術等の分野の振興に関する事務・事業を行う法

人類型 

【構築すべきガバナンス】 

・有識者による審議機関を設置し、重要事項を審議する。 

・民間等の資金の活用を図り、国の負担を増やさない形で事業を充実し、必要な収蔵品を機動的・効果的

に購入等するための仕組み（基金）の整備を検討する。 

 

（略） 
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２．新たな法人制度に共通するルールの整備 

新たな法人制度において、最適なガバナンスの下で法人がより的確に政策実施機能を発揮できるように

するため、各法人に共通して適用すべき事項は以下のとおりである。なお、行政執行法人については、中

期目標管理を行わないという特性上、適用になじまないガバナンスが存在する。 

(1)法人の内外から業務運営を適正化する仕組みの導入 

現行制度上、違法是正要求等、極めて限定されたものにとどまっている主務大臣の関与について、政策

の責任主体である主務大臣が、法人の業務運営に関し、必要な場合に新たな措置を講じることを可能とす

るとともに、法人の内部ガバナンスについて、責任の明確化や監事の権限の拡充を通じ、その機能を強化

することなどにより、法人の適正な業務運営を確保する仕組みを導入する。 

① 国の関与の強化 

○ 毎年度の業務実績評価により、成果が不十分な場合や事務・事業が非効率と認められる場合、主務大

臣が、業務運営の改善のための必要な措置を講じることができることとする。 

○ 法人の違法行為及びそのおそれがある場合や、著しく不適切な運営が明らかになった場合等に、主務

大臣が、適正な業務運営を確保するための必要な措置を講じることができることとする。 

② 監事機能の強化等による法人の内部ガバナンスの強化 

○ 監事等の調査権限を整備するとともに、監査報告の作成等に係る義務を明確にするほか、監事の任期

を延長する。 

○ 法人の業務執行の適正化を図るため、内部統制システムの構築を義務化する。併せて、法人の長を始

め役員及び会計監査人の業務運営上の義務を明確にし、その違反により損害が生じた場合の責任が

的確に取られるよう、必要な措置を講じる。 

③ 役員任命の在り方 

○ 法人の役員の任命については、公務員の天下りに対する国民の厳しい批判を踏まえ、公募を活用し、

透明性・公正性を確保しながら適材を得る仕組みを徹底する。 

(2)財政規律の抜本的な強化 

現行制度上、使途が明示、公開されていない運営費交付金等について、法人運営への国の事前関与と

事後評価を適切に組み合わせ、法人の経営努力を促進しつつ、財政資金の効率的・効果的な使用を徹

底するとともに、財政規律を抜本的に強化する。 

① 適正な財務運営のための基本ルール 

○ 本来の事務・事業の目的に沿った資金の活用を明確に義務付けるとともに、法人内部における不要資

産の留保を防止する仕組みを構築する。 

○ 主務大臣の業務実績評価の結果を毎年度の交付金の算定に反映するほか、監事等による法人の業

務運営の適正さを担保する仕組みや会計基準等の見直しを行うことにより、財務運営の適正化を図る。 

○ 法人の経営努力により自己収入の増加が見込まれる法人にあっては、受益と負担の関係を考慮した上

で、自己収入の目標について可能な限り具体化・定量化し、自己収入の増加と経営努力との関係を明ら

かにすることにより、目標達成に向けた経営努力を促進する。 

② 法人の主体的な経営努力を促進する仕組みの強化 

○ 自己収入の増加分のうち、経営努力の寄与の度合いが高いと認められる部分一定割合は交付金の算

定の際に控除しないこととする。一方、目標不達成の部分については、次期以降の交付金の算定の際
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に実質的に削減することにつき、事務・事業の内容や継続性等を踏まえて判断する。 

○ 剰余金の処理の際に、法人の業務と交付金の対応関係を明らかにした上で、目標を上回った自己収

入の増加や交付金の節減努力による利益につき、一定割合について適切に経営努力を認める仕組み

とする。また、一定の合理的理由が認められる場合には、中期目標期間を超える繰り越しを認める。 

③ 説明責任と透明性の強化 

○ 概算要求時及び年度計画において、法人の事業別の予算の積算（見積り）を添付するとともに、その執

行実績を事業報告書に添付・公表することを法人に義務付け、業務運営の透明性と法人の説明責任を

向上させる。 

○ また、これにより、事業別の予算の積算と執行実績の乖離を把握し、相当程度乖離している場合には、

その理由を明示する。 

○ 不要又は過大な会費の支出を含め不適切な支出をチェックし、公表する仕組みを構築する。 

(3)一貫性・実効性のある目標・評価の仕組みの構築 

政策の責任主体たる国（主務大臣）が目標を設定するものの、自ら評価を行わないという現行制度を見

直し、政策実施機関としての法人の役割が的確に果たされるよう、主務大臣による実効的で一貫性のある

目標・評価の仕組みを構築する。 

① 評価主体の変更等 

○ 法人の毎年度及び中期目標期間の業務実績の評価主体について、政策の一貫性を確保するため、

府省評価委員会及び政策評価・独立行政法人評価委員会から主務大臣に変更する。 

○ 目標設定の明確性・客観性や、評価の評語（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ等）や基準について、府省横断的に統一性を

持たせるなど、主務大臣が行う目標設定・評価の実効性を上げるために、制度所管府省がガイドライン

の整備等を行う。 

② 中期目標管理の仕組みの見直し 

○ 主務大臣が各事業年度の業務実績評価結果を踏まえ、中期目標の達成を図る観点から法人に対し所

要の措置を講じることとするなど、実効性のある毎年度の評価の仕組みを構築する。 

○ 中期目標期間の業務実績評価の結果に基づき、次期中期目標の策定や法人の組織・業務の見直し

に適切に反映できるよう、中期目標期間の終了時までに、業務実績評価及びそれに基づく措置が可能

となるスケジュールによる中期目標期間の評価の仕組みを構築する。 

③ 法人の存続の必要性の検証 

○ 政策責任者である主務大臣が、中期目標期間の終了時までに、業務実績等を踏まえ、法人の存廃等

の必要性について検証し、必要な措置を講じる仕組みを制度化する。 

(4)国民目線での第三者チェックと情報公開の推進 

新たに設置する中立・公正な第三者機関による国民目線での点検等の仕組みと行政評価・監視、行政

事業レビュー等の既存の仕組みを効果的に組み合わせ、法人の中期目標管理等に関する主務大臣の適

正な対応を確保する仕組みを整備する。 

また、法人の組織や業務運営の状況に関する情報について、国民に積極的かつ分かりやすく提供する

取組を強化し、併せて、契約・調達等の透明性の向上や会計基準の見直し等を行う。 

① 主務大臣の判断に係る国民目線での第三者チェックの仕組みの整備 

○ 主務大臣が行う法人の中期目標の設定や中期目標期間の業務実績評価等について、制度所管府省
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に設置する第三者機関が点検し、主務大臣に対して意見を述べることができることとする。 

○ 評価結果について第三者機関による点検を行うほか、行政評価・監視の仕組みや行政事業レビュー等

の手法について、事務の効率性にも配慮しつつ、それぞれの趣旨・目的を勘案して適切に組み合わせ、

効果的に活用することにより、法人の業務運営の適正性を確保する。 

○ 法人の存廃等に係る主務大臣の判断について、公平・中立性の観点から第三者機関が点検し、主務

大臣に対して意見を述べることができることとする。 

② 業務運営に係る情報公開の推進等 

○ 法人の組織・業務運営等の状況について、事業部門・間接部門別職員数、公務員ＯＢの再就職先との

取引状況、会費等契約によらない支出の状況、交付金の使途や資産保有状況に係る情報を新たに公

表することとするなど、情報公開の内容を拡充する。また、国民向け説明会を開催するなど、法人に関す

る情報を国民に分かりやすく公表することとし、その具体的内容について更に検討する。 

○ 随意契約、一者応札等の見直しや契約・調達手法の多様化等、契約・調達の適正化を進める取組を

促進するとともに、関連会社等との契約の透明性を高め、多額の不要額が認められる場合には適切に

返納させる取組を強化する。また、法人の業務運営の透明性・公正性を確保する観点から、法人から関

連会社等への再就職を法律により規制することとする。 

③ 会計基準等の見直し 

○ 法人の会計基準について、損益均衡の仕組みを維持しつつ、事業別に区分された情報を充実すると

ともに、事業と財源の対応関係を明らかにすることにより、原則として業務達成基準を採用すること等の

見直しを行うこととし、詳細について更に検討する。 

 

Ⅲ 独立行政法人の組織の見直し 

各独立行政法人の組織について講ずべき措置は、別紙のとおりである。 

 

Ⅳ 新たな法人制度及び組織への移行に当たっての措置 

○ 独立行政法人から新たな法人制度及び組織への移行に当たっては、次のような合理化を徹底する。 

① 国を含む他の主体に事務・事業を移管した上で廃止する法人については、事務・事業の徹底した合

理化を行った上で移管する。 

② 民営化等を行う法人については、その業務が真に効率的かつ効果的に行われるものとなるよう、民

業補完の観点に留意しつつ制度設計を行う。 

③ 他の法人との統合等を行う法人については、事務・事業及び組織をそのまま引き継ぐのではなく、整

理・合理化を徹底的に行った上で統合する。役員の体制についても必要最小限の規模とする。 

④ 上記以外の法人についても、新たな法人に移行するに当たっては、事務・事業及び組織の維持を所

与のものとせず、その徹底的な合理化を図る。 

○ 合理化・効率化を推進するに当たっては、間接部門における効率的なシェアードサービスや民間の専

門家の知見を積極的に活用し、事業部門の再編、業務フローの見直し、業務処理システムの統一化等、

真に実効性ある方策を講じるとともに、間接部門の余剰人材を事業部門に振り分けるなど、全体としての

業務の最適化を図る。その際、中長期的な観点からの費用対効果分析も併せて行い、資源の有効活用

を図る。 
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また、新たな組織形態に移行した後においては、上記の取組を始め、行政事業レビューの活用等に

より、事務・事業について不断の見直しを行う。 

○ 制度及び組織の見直しに基づく取組を進めるに当たっては、独立行政法人の職員の雇用の安定に配

慮する。 

○ 独立行政法人については、我が国の厳しい財政状況や、政府を挙げて東日本大震災に対処する必要

性に鑑み、新たな組織形態への移行までの間においても、現在の中期計画において定められている効

率化等に関する取組の内容以上の取組を実施するなど、引き続き一層の合理化に努める。 

○ この改革の実施に必要な措置については、平成 26 年４月に新たな法人制度及び組織に移行すること

を目指して講じるものとする。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（別 紙） 

各独立行政法人について講ずべき措置 

 

文部科学省 

 

【国立科学博物館】 

○ 文化振興型の成果目標達成法人とする。 

 

【国立美術館、国立文化財機構及び日本芸術文化振興会】 

○ 上記３法人は統合し、文化振興型の成果目標達成法人とする。 

○ 統合に際しては、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月７日閣議決定）

において「国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討する」とされた趣旨

を十分踏まえ、必要な職員数・予算を確保するとともに、真に自己収入の増加に向けたインセンティブが

確保されることが不可欠である。このため、統合に際しては、①一定の自己収入を美術品等の管理等を

行う専門職員の確保に使用できるようにする、②目的積立金が運用上、弾力的に認定されるようにする、

③我が国の美術品や文化財等の海外への流出等を防ぐとともに魅力ある収蔵品を機動的・効果的に購

入できるように、また、トップクラスの伝統芸能の伝承者や現代舞台芸術の実演家等を招へいする際に２

年ないし３年後の公演となる契約等ができるように民間資金等を活用した「基金」を設置する、④シナジ

ー効果を十全に発揮するため法人本部機能を拡充するといった制度設計・運用を行う。 


